
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このたび、令和６年能登半島地震で被災地支援を行ったキナリノ縁株式会社から、災害時のキ

ッチンカーによる炊き出し協力に関する提案をいただき、瀬谷区とキナリノ縁株式会社は、「瀬

谷区における災害時のキッチンカーによる炊き出し等の実施に関する協定」を締結しました。本

協定により、災害時、瀬谷区からの要請に基づき、キナリノ縁株式会社に登録しているキッチン

カー事業者から炊き出し等の支援を受けることが可能となります。 
 

 

１ 名称 

瀬谷区における災害時のキッチンカーによる炊き出し等の実施に関する協定 

 

２ 内容 

災害時、瀬谷区からの要請に基づき、キナリノ縁株式会社及びキナリノ縁株式会社に登録し

ている140事業者（令和７年２月末時点）により、地域防災拠点等、瀬谷区が指定する場所で

の炊き出し等の協力を行っていただくために必要な事項を定めた協定です。 

 

３ 協定締結日 

令和７年３月４日（火） 

 

 

 

 

 

 

４ 協定締結先 

 (1) 会社名 

   キナリノ縁株式会社（https://kinarinowa.jp/） 

 (2) 本社所在地 

   大和市上和田1240-7 

 (3) 業務内容 

移動販売、各種プロデュース業務 

お問合せ先 

瀬谷区総務課長  松田 悟  Tel 045-367-5610 

令 和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 
瀬 谷 区 総 務 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

瀬谷区 と キナリノ縁
わ

株式会社 が 

災害時のキッチンカーによる炊き出し協力 

に関する協定を締結しました 

■協定の概要 

キッチンカー外観 

（左：瀬谷区 植木区長、右：キナリノ縁株式会社 清水様） 


